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平成 13年 早稲田大学商学部 卒業 

平成 18年 司法研修所入所 

平成 19年 弁護士登録（登録番号：３５５３８） 

 東京弁護士会 安藤総合法律事務所 入所 

平成 23年 茨城県弁護士会へ登録換え 

 眞鍋・大関法律事務所 開設 

平成 28年  取手駅前法律事務所 開設 

うちの息子が幼稚園に入園しました。朝

は私が息子を幼稚園に送ってから仕事に行

きます。幼稚園まで徒歩５分くらいの短い

距離ですが、その間、お手々を繋いで歩く

ことにとても幸せを感じています。 

息子に「幼稚園どうだった？」「幼稚園でどんなことして

遊んでるの？」「お友達できた？」などと質問しても、息子

はいつも「わかんない」と答えます。たぶん説明するのが面

倒だからなのでしょうが、私も子どもの頃「めんどくさい」

が口癖でしたので、こんなところが似なくてもよいのにと少

し困っています。 

めんどくさがり 

裁判所の手続で離婚を成立させる場合 

出頭カード 

期日に裁判所に出頭すると、各

事件ごとに出席簿のような紙が置

かれています。直接法廷に置かれ

ているパターンと、書記官室に置

かれているパターンがあります。 

この中から自分の担当している

事件を探して代理人欄に署名した

り、あらかじめ印字されている自

分の名前に○を書いたりします。 

１年以上前の話しですが、出頭

した代理人が他人の名前（ボス弁）

に○を書いて大問題となったこと

があります。 

調停または訴訟で離婚条件に折り合いがついた場合、調停の場合は調停条項、訴訟の場合は和

解条項が作成されます。和解を成立させる期日には当事者が裁判所に出頭するのが原則です。代

理人だけで和解をすることは例外的な場合を除きできません。 

どうしても仕事を休めないような高い役職にあり、裁判所に出頭できないようなときは、「調停

に代わる審判」をもらったりします。この方法であれば、当事者は出頭する必要がありません。

訴訟の場合には、いったん調停手続に戻してもらってからこの審判をもらいます。 

あるいは、裁判手続外で協議離婚を成立させつつ、調停ないし訴訟を取り下げるような方法も

あります。 

いずれの方法を採るにしても、まずは裁判所や相手方と相談して進めることになりますが、も

う少しで事件解決ということもあり、裁判所が熱心に対応してくれる気がします。 


